農業サポート人事バンク事業のお知らせ
　登米市では、市内農業者（農業法人、集落営農組織、農業生産組織を含む）の労働力不足の解消及び市内で営農を希望する者並びに市内で農業研修・農業体験を希望する者を支援するため、また、空家農家の有効利用を促進するため農業サポート人材バンクを創設しました。
農業サポート人事バンク事業のしくみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実態調査
登米市農業サポート人材バンク　　　　　　　　　　　空き農家
　　　　　　　　　　( 登米市担い手育成総合支援協議会) 　　 登録

登録・閲覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登録・閲覧
　　　　　　　　　　　　　情報提供　　　　　情報提供

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規就農者
　　　労働力不足農家　　　　　　　　　　　　　　　Ｕターン希望就農者
　　研修・体験受入農家　　　　　　　　　　　　　　農業研修・農業体験希望者
　　　　　　　　　　　　　　交　　　渉　　　　　　非正規労働者・他産業退職者・
　　　　　　　　　　　　 雇用・研修・体験 　　　　定年退職者
登録条件
ア、農業者等（農業法人、集落営農組織、農業生産組織を含む）
①市内で農業を営み労働力を求める農業者
②市内で農業を営み農業研修生・農業体験者を受入れる農業者
イ、就農希望者、農業研修・農業体験希望者（サポーター）
①市内で農業へ就労を希望する者
②市内で農業研修・農業体験を希望する者
補助金等
	事業種別
	補助対象者及び事業内容
	補助額等

	新規就農者支援事業
	新就農希望者が自家以外の市内受入農家（農業法人等を含む）で研修する場合、その研修金の生活費。ただし、研修終了後、市内で５年以上就農する者に限る。
	３か月以上３年以内を対象期間として、
独身者　月額30,000円以内
夫　婦　月額50,000円以内
(みやぎ農業研修生滞在施設賃料免除)

	担い手経営開始支援事業
	新規就農者が新たな部門の農業経営を開始するため、農地を取得または賃借する経費。ただし、市内で５年以上就農する者に限る。
	１０ａ当たり5,000円

	研修者・体験者旅費支援事業
	市外の研修者・体験者が自宅から市内農家までの旅費
	実費の１／２
１往復に限る


登録方法
下記登録申請書に必要事項を記入のうえ、印鑑、本人確認ができる免許証等を持参し、登米市担い手育成総合支援協議会（登米市産業経済部農林政策課経営支援係）へお越しください。
利用方法
農業サポート人材バンクへ登録後、台帳を登米市担い手育成総合支援協議会（登米市産業経済部農林政策課経営支援係）で閲覧し、希望に合う相手と交渉・契約する。
問合せ先
登米市担い手育成総合支援協議会（登米市産業経済部農林政策課経営支援係）
〒９８７－０６０２
登米市中田町上沼字西桜場１８（中田農村環境改善センター内）
ＴＥＬ　０２２０－３４－２４９１・０２２０－３４－５７４４
ＦＡＸ　０２２０－３４－２０９０・０２２０－３４－５７４４
